
第2号様式(第4条) 
 
 
 

違法駐車等防止要請標章 
 
 
 

ここは、駐車禁止です。 
 
 
 

 
 
 
 
 
  ○ この標章は、横浜市違法駐車等の防止に関する条例第9条第1項第2号の規定によ
り取り付けたものです。 

 
  ○ 自動車等を移動しようとする時までは、この標章を取り外すことはできません。 
 
 
 

横浜市 
(縦18センチメートル、横14センチメートル) 

 (備考) 
  地色は白色、文字は黒色、記号の枠線及び斜線は赤色、記号の地色は青色とすること。 


